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ABSTRACT
In general, university-industry collaboration is weak in the area of 

research and development (R&D) in developing countries. On the industry 
side, there is not enough demand for R&D collaboration since R&D is not 
vigorous in the industry. On the university side, their main mission is 
education and there is not enough R&D capability. In addition, as the 
intellectual property (IP) awareness level is not so high in developing 
countries, IP management is not well developed in universities, though a 
proper IP management is in a sense a base for university-industry 
collaboration. 

Though this general discussion also applies to Thailand, a good 
pioneering case of IP management and university-industry collaboration is 
found in the oldest university in Thailand, Chulalongkorn University. The 
university started university-industry collaboration early at the organization 
level through establishing new organizations. An IP management 
organization set up outside the university structure is active in marketing 
university technologies to both domestic companies and overseas companies. 
This IP management organization essentially manages a holding company (a 
venture capital company), a test marketing company and an incubator as 
well and is engaged in establishing university spin-offs. 

The paper analyzes the details of this successful pioneering case of IP 
management and university-industry collaboration in Thailand. Then, the 
paper discusses its success factors and their applicability to other Thai 
universities and universities in other developing countries. The paper also 
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1．はじめに‐一般に途上国で低
調な産学官連携［注 1］

イノベーションにおける産学官連携の重要性
の認識は先進国でも途上国でも広くなされてい
る。企業が社内外のリソースを駆使してイノ
ベーションを推進し実現していくことの重要性
はオープン ･イノベーションという概念によく
表れている［注 2］。そうしたオープン ･イノベー
ションの中で、産学官がそれぞれの役割を変化
させながら連携してイノベーションを推進して
いくというモデルはトリプル・へリックスと呼
ばれる［注 3］。
研究に関する産学官連携の実施は、大学や公
的研究機関で優れた研究が実施され、そうした
大学や公的研究機関の優れた研究成果又は研究
能力に対する企業の需要が大きい先進国では
盛んである。日本でも産学官連携は政策的にも
推進されており産学官連携は盛んである［注 4］。
産学連携についてデータを見ると、2010年に
は大学と企業との共同研究件数は 15,544件、

企業から受けた大学の受託研究件数は 6,056件、
大学から企業への特許ライセンス等の件数も
4,968件に達している［注 5］。東京大学 1大学だ
けを見ても、企業との共同研究件数は 1,205件、
企業からの受託研究件数は 120件と少ないが、
特許ライセンス等の件数も 622件となってい
る。　
しかし、一般に途上国では、産学官連携、特

に、研究に関する産学官連携は活発ではない［注 6］。
一般に途上国では、国全体の研究開発が低調で
ある。研究開発費支出の国内総生産（GDP）
比は、例えば日本は 3.62％（2009年）、アメリ
カは 2.67%（2002年）であるのに対して、タイ
は 0.24％（2002年）、メキシコは 0.43%（2002年）、
マレーシアは 0.69％（2002年）である［注 7］。
各セクターについても、大学セクターの研究
能力が低い、企業セクターの研究活動が低調で
あって研究に関する産学連携のニーズに乏し
い、ということで産学連携は活発ではない。産
官連携についても、公的研究機関の研究が企業
の活動にあまり関係しないというようなことも

mentions some implications for troubling university technology licensing 
organizations in developed countries such as Japan.

要　約
一般に途上国では、大学は教育主体で研究能力が低く、企業も研究活動が低
調であるため研究開発の連携に関する需要が少ないため、研究開発に関する産
学連携は活発ではない。また、知的財産権に関する意識も低いため、研究開発
に関する産学連携の基礎でもある大学における知財マネジメントも的確に行わ
れているとは言い難い。
こうした議論はタイにも当てはまるが、タイ最古のチュラロンコン大学では、
早くから産学連携に組織的に取り組んできた。大学の外に知財マネジメント機
関を設立し、知財の権利化から国内外の企業へのライセンシングに積極的に取
り組んでいる。この知財マネジメント機関は実質的に持ち株会社（ベンチャー・
キャピタル）、試験販売会社、インキュベータを運営していて大学発ベンチャー
創出も手掛けている。
本論文では、こうした先駆的事例の実情とその成功要因を分析し、タイの他
の大学や他の途上国の大学への適応可能性並びに日本などの先進国の種々の困
難に直面している大学の技術移転機関への示唆を論じている。

キーワード :  産学連携、技術移転機関、知的財産、途上国、タイ
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あり、やはり活発ではない。また、産学官連携
の基礎となる知的財産権に関する意識も一般的
に低い。知的財産権の確立は、技術という本質
的に知識を取り扱う連携の場合は必須である。
知識は有形物とは異なり消費されずに移動して
しまうので、その知識に関する権利の帰属や取
り扱いを明確に規定しておかないと無償や無断
で使用されたり移転されたりしかねない。
こうした状況はタイでも例外ではない

（Brimble and Doner （2007））。しかし、世界
一の生産、輸出を誇るハード ･ディスク ･ドラ
イブ（HDD）や日本への輸出も多いえびの養
殖の分野では産学官連携が機能している［注 8］。
政府が競争力強化のために特定の産業技術分野
をクラスターとして指定し振興を図っていて、
HDDクラスターとえびクラスターについては
国 家 科 学 技 術 開 発 庁（NSTDA: National 
Science and Technology Development 
Agency）の国家電子 ･ コンピューター技術
センター（NECTEC: National Electronics and 
Computer Technology Center）と国家遺伝子
工学・バイオテクノロジー・センター（BIOTEC: 
National Center for Genetic Engineering and 
Biotechnology）が中核となって大学と産業界
を巻き込む研究プロジェクトや教育プロジェク
トを組織して資金提供を行い産学官連携を成功
裏に実現させている。
また、大学レベルでもいくつかの大学で産学
連携や知的財産のマネジメントに取り組んでい
る。政府も大学にインキュベータを設置して産
学連携や大学発ベンチャーの推進に取り組み始
めた。大学の技術移転機関に対しても、継続的
ではないが、政府が資金的な支援を行っている。
本論文では、タイ最古の大学で先駆的な産学
連携と知的財産マネジメントに取り組んでいる
チュラロンコン大学を取り上げて論じる。研究
アプローチとしては、そのユニークさから単一
ケース・スタディであり、研究方法としては、
種々の文献調査 ･情報検索に加えて、同大学に
滞在してヒアリングや常駐観察を行っている。
本論文の構成としては、まず、次節でタイの
ナショナル・イノベーション・システムと産学
官連携について論じた後、チュラロンコン大学
と産学連携の組織について論じる。その後に、
産学連携 ･知的財産のマネジメントの中核をな
すチュラロンコン大学知的財産財団のチュラ

ロンコン大学知的財産研究所（CUIPI）、ベン
チャー・キャピタルであり持ち株会社である
ジャムジュリー ･イノベーション、大学の技術
を用いた製品を 1ロット生産して試験的に販売
するジャムジュリー ･イノベーション ･プロダ
クト、チュラロンコン大学のビジネス・インキュ
ベータについて、その一体的運営と成功要因に
ついて論じる。最後に、チュラロンコン大学の
事例から得られたタイの他の大学や他の途上国
の大学への示唆について論じる。こうした示唆
は、産学連携についていまだに悩みを抱える日
本をはじめとする先進国の大学にも有益である
と考えられる。

2．�タイのナショナル・イノベーション・
システムと産学官連携［注 9］

タイは順調に経済的な発展を遂げている。実
質経済成長率が 2010年は 7.8％、2011年が 3.5％
とプラスの経済発展を遂げているし［注 10］、スイス
の IMD （International Institute for Management 
Development、国際経営開発研究所）による世
界競争力ランキングでも 2010年は 26位（日本
は 27位）、2011年は 27位（日本は 26位）と
日本とほぼ同じである［注 11］。
しかし、科学技術やイノベーションの面では
必ずしも順調に発展してきているとは言えな
い。上記 IMDの世界競争力の 2011年の要因
別で、タイは技術インフラについては 52位で
あり、科学インフラについては 40位である。
実データでも、2009年の研究開発費は 215億
バーツ（約 587億円［注 12］）で、対 GDP比は 0.24％
と OECD諸国の 2-3％台と比較するとかなり低
い［注 13］。国内総生産の伸びに比較して研究開
発費の伸びは小さく、研究開発費の対 GDP比
は、2003年 0.26%、2005年 0.24%、2007年 0.21％
と低下してきて、2009年にやっと 0.24％に戻
している。
ナショナル・イノベーション・システムを見
てみると、産業界の役割はそれほど大きくない。
2007年の使用研究開発費で見ると産業界の割
合は 45％と半分に満たない［注 14］。大学の割合
は比較的大きく 32％である。政府機関は 19％
の割合を占め、国営企業、非営利機関がそれぞ
れ 3％、1％を占める。分野的には、工学・技
術が多い。使用研究開発費で見ると、工学・技
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術が 35％、理学が 21％、農業が 16％、医学が
13％、残りが人文・社会で 15％である。日本
の使用研究開発費のセクター別割合をみてみる
と、2010年は産業界 70.2％、大学 20.1％、非
営利・公的研究機関 9.7％である。産業界の割
合が高い点はタイと大きく異なる。
研究者数で見た場合はタイでは大学が圧倒的
に大きな割合を占める。研究者総数は 38,982
人（フルタイム換算は 21,392人）で、大学セ
クターには 65％存在し、産業界に 18％、政府
機関に 16％である。
各セクター別に特徴を見ると、以下のとおり
である。
政府研究機関は、基礎研究を中心に、農業分
野の研究を多く行っている。政府の研究開発費
について機関別にみると、農業・協同組合省の
予算の割合が 35％と最も高い割合になってい
て、政府の研究は農業に重点をおいていること
が分かる［注 15］。したがって、製造業企業の技
術能力の向上にあまり貢献できてはいない
（Intarakumnerd et al. （2002））。
大学は、研究よりも教育に重点を置いてきて
おり、科学技術に関連した研究が本格的に行わ
れるようになったのは 15-20年前である。SCI 
（Science Citation Index）データによれば、タ
イの研究機関が公表した論文数は、1990年代
はじめまでは年間約 500件で推移してきており
それほど顕著な増加は示していないが、1994
年以降、急速に増加の傾向にある［注 16］。2000
年から 2005年に公表された論文数は年間平均
で 2,059件を数えるまでになっている。大学を
所管する教育省高等教育委員会は 2009年に国
家研究大学プロジェクトを打ち出した。これは
チュラロンコン大学、タマサート大学、コン
ケン大学、チェンマイ大学、マヒドン大学、プ
リンス・オブ・ソンクラ大学、カセサート大学、
スラナリー工科大学、キングモンクット工科大
学トンブリ校の 9大学を研究大学にするという
ものである［注 17］。
産業界は、タイの企業は貿易事業から発展し
たものが多く、それらの企業は、外国製の機械
を活用してあるいは技術そのものを輸入して事
業活動を主に行っている結果、多くのタイ企業
は自ら研究開発を行うことはなかった
（Chairatana （2006））。このように、タイでは
全般的に、企業は研究開発活動を積極的に行っ

ていない。しかし、こうした状況は変化の兆し
を見せ始めている。企業は常にグローバルな競
争環境に置かれており、近年はより労働賃金の
安い国々の追い上げを受ける立場になりつつあ
る。そこで、タイの企業においても、プロセス・
イノベーションを行うことで生産効率をあげる
とともに、新たな製品を生み出すプロダクト・
イノベーションが必要となってきており、研究
開発が行われ始めている。産業別には、石油産
業が最も多い割合（23.0％）を占め、食品
（16.2％）、化学（13.0％）、自動車（8.4％）、ゴム・
プラスチック（6.1％）と続く［注 18］。
産 学 連 携 に つ い て、Thailand R&D and 

Innovation Survey 2003によってみると、大学
は企業の研究開発やイノベーションにとって重
要な情報源や知識源になっていない。しかし、
前述のとおり、HDDやエビの養殖については
産学官連携が比較的うまくいっている。また、
大 学 に よ っ て は 技 術 移 転 機 関（TLO: 
Technology Licensing Office）やベンチャー・
キャピタル・ファンドを立ち上げている［注 19］。
タイ政府も産学連携を推進しつつある。教育
省の高等教育委員会は大学ビジネス・インキュ
ベータ（UBI）を国立大学に 2005年から設置
している。産業省も中小企業支援が目的ではあ
るが、国立大学、私立大学、その他の機関に
インキュベータを 2002年から設置している［注 20］。
また、教育省の高等教育委員会は必ずしも継続
的ではないが 2007年に大学の技術移転機関に
補助金を出し始めた。

3．チュラロンコン大学と産学連
携組織

チュラロンコン大学は 1917年に設立された
タイで最古の大学である。その基は今から 1世
紀以上も前のチュラロンコン王（ラマ 5世、在
位 :1968年－ 1910年）に遡る。設立自体は後
継者のラマ 6世によってなされた。1961年に
は大学院を設立し、1962年からは大学院教育
に注力し、研究所の設立も行ってきた。
大学の規模は大きく、18の学部と複数の学
院や研究所を有し、全体で 42の組織がある。
学生数は、2011年現在で、学部生 24,951人、
大学院生は修士課程 10,881人、博士課程 2,510
人である。教職員数は 8,066人である［注 21］。
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2006年に実施されたタイ教育省高等教育委
員会のランキングでは教育 ･研究ともにトップ
のグループに入っている。分野別には、教育に
関しては工学部、サシン経営大学院、教育学部
が、研究に関しては石油・石油化学カレッジ、
教育学部が最も優秀との評価を得ている。2011
年版の英国 QS社のアジアの大学ランキングで
はタイの大学としてマヒドン大学の 34位に次
いで 47位にランクされている［注 22］。
財政的にも豊かで、バンコクの商業地である
サイアム広場、マーブンクロン（MBK）、サム
ヤン市場の大地主で、ジャムジュリー広場の地
主・建物オーナーであり、こうした所からの収
入も多い。全収入の約 4割を大学自身が調達し
ている。約 6割は政府からの資金である。
研究については、近年力を入れており、研究
組織は、2009年 9月現在で、国家レベルの
センター・オブ・エクセレンス（COE）が 2、
大学レベルの柔軟な運営を行う COEが 20、国
家レベルの研究ユニットが 27、大学レベルの
研究ユニットが 106となっている。国家レベル
のセンター・オブ・エクセレンスや研究ユニッ
トは国が認定して国が研究費を配分する。大学
レベルのセンター・オブ・エクセレンスや研究
ユニットの認定は大学の裁量によるが、資金的
にも大学が工面する。
研 究 資 金 は Chulalongkorn University 

（2005）によると 2004年は 792百万バーツ（約
21.3億円［注 23］）であった［注 24］。そのうち、政
府からは 15.4％、内部からは 4.2％で、残りの
80.4％は外部からの資金であった。外部とは、
企業、タイ研究基金（TRF）、国家科学技術開
発庁（NSTDA）といった国内機関やアジア開
発銀行、世界銀行といった海外の機関である。
大学全体の予算では約 4割を大学自身が賄って
いるのに比べると研究費の場合は外部からの資
金が多い。研究の推進、支援、監督のための機
関として、学術オフィス（Academic Affairs 
Office）が設置されている。
産学連携は実態上は種々のレベルで実施され
ている。組織的ではないが個人レベルでコンサ
ルティングをしたり、企業の研究所で仕事に従
事したりである。大学の給与が高くないことも
あり、兼業は日常的なようである。Schillar 
（2006）によると、タイにおけるもっとも一般
的な産学連携の形態はコンサルティングであ

る。
組織的には、1つの学部 ･研究所内で完結す
るプロジェクトについては学部 ･研究所単位で
受託する。ただし、知的財産が関係する場合は、
後述のチュラロンコン大学知的財産研究所が介
在することになる。複数の部局間にまたがる受
託プロジェクトについてはチュラ ･ユニサーチ
という学内組織がマネジメントする。1986年
に学内組織として設立され、従来は独自の研究
者も抱えて研究を実施していた。

教官個人
学部･研究所単位
チュラ･ユニサーチ　‐複数学部･研究所間

教育関連の産学連携
「産学関係」
｢継続教育センター｣

仲介
チュラロンコン大学知的財産研究所

図 1：チュラロンコン大学の産学連携の概要

このほか、技術ライセンシングなど知的財産が
関係してくる場合は、後述のチュラロンコン大
学知的財産研究所が、受託研究や共同研究の仲
介をすることもある。
教育に関する産学連携、例えば、奨学金や
インターンシップについては、｢産学関係｣ と
呼ばれる学内組織が担当する。以前は技術ライ
センシングもチュラロンコン大学知的財産研究
所が設立される以前はこの部署が行っていた。
また、社会人教育については ｢継続教育セン
ター」がある。

4．チュラロンコン大学知的財産
研究所（CUIPI）

チュラロンコン大学の知的財産のマネジメン
トはチュラロンコン大学知的財産研究所が実施
している。このチュラロンコン大学知的財産研
究所は知的財産マネジメントに関連して共同研
究・受託研究といった産学連携の推進から、大
学技術の商業化、大学発ベンチャーまでの活動
について中心的な役割を果たしている。
この研究所は日本で言えば外部に設置された

TLOに当たる。チュラロンコン大学から法的
に独立した非営利法人として 1995年に設立さ
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れたチュラロンコン大学知的財産財団の所有に
なっている。
こうした組織形態にした理由は 2つある。1
つは、設立当時はチュラロンコン大学は国立大
学で政府の規制がいろいろあり、特許のライ
センシング等の業務を遂行する上でそうした規
制に則って行わなければならなかったため、活
動の自由度を高めるためという理由からであ
る［注 25］。もう 1つの理由は、経営リスクに関
わるものである。商業化にかかるリスクが大学
の運営に影響するのを避けるためである。
こうした大学の TLOはタイではこのチュラ
ロンコン大学知的財産研究所が先駆けであり、
政府からの支援は 2007年に他の大学の TLO
と一緒に教育省から補助金をもらったことはあ
るが基本的に政府からの支援は受けていない。
組織運営はチュラロンコン大学の影響下にあ
る。チュラロンコン大学知的財産財団の最高意
思決定機関である理事会のメンバーの多くは
チュラロンコン大学関係者であり、理事長も副
学長が兼務している。通常の運営は、実態的に
はチュラロンコン大学知的財産研究所が実施し
ており、所長がビジネスを取り仕切っている。
チュラロンコン大学知的財産研究所は次の
サービスを提供している。
■ �知的財産に関するサービス 
　■ �発明届出の受理、評価、特許出願
　■  研究開発契約における知的財産権条項

のチェック
■ � 技術移転サービス
　■ �ライセンス先の探索、ライセンス契約、

研究開発プロジェクト形成、など 
■ �知的財産に関する調査研究と教育訓練
　■ �ビジネス ･ インキュベータに関連して

年に 1－ 2回起業家教育も教育省高等
教育委員会の資金で実施

■ �チュラロンコン大学ビジネス ･インキュ
ベータの運営

知的財産に関するマネジメントは次のように
なっている。チュラロンコン大学では、教官の
発明も学生の発明も大学に権利が帰属すること
になっている。しかし、報告義務は特に規定さ
れていない［注 26］。チュラロンコン大学知的財
産研究所はチュラロンコン大学からこうした発
明の権利を委譲されて、特許出願からライセン
ス契約まで全ての業務を実施している。発明の

権利の所有までが移る点は多くの日本の国立大
学法人の外部 TLOと異なる。
発明からライセンシングまでの業務の流れは
次のとおりである。発明の権利がチュラロン
コン大学からチュラロンコン大学知的財産研究
所に移譲される。すると、チュラロンコン大学
知的財産研究所はその発明を評価して価値があ
るとなれば出願する。この場合、内部に弁理士
資格を有した者がいるので出願書類の準備につ
いては内部的に処理できる［注 27］。海外への出
願についても人的ネットワークを活用してかな
り廉価で行っている。技術のマーケティングに
ついては発明者と一緒になって営業活動を行
い、ライセンシングが成立した場合は、ロイヤ
ルティ収入からコストを減じた収益の半分は発
明者に行き、残りは大学と発明者が属する学部
に行く。但し、スタッフの数は限られているの
で、能動的に案件を発掘する努力もしているが、
教授や企業が来訪するのを待ってそうした連携
を支援するということが基本姿勢のように見え
た。発明届出義務を課して全ての発明に対処す
るにはとても人手が足りないであろう。
大学の技術移転に関係する業務としては、ラ
イセンシングだけではなく他の形態の業務も
行っている。共同研究や受託研究の仲介である。
また、技術実証に関するプロジェクトも少なく
ない。
知的財産に関しては、人材育成のための教育
訓練や調査研究を政府等から受託して実施して
いる。学内においても、技術マネジメント関係
の大学院プログラムで知的財産マネジメントの
講義を行っている。
以上のほか、この研究所は教育省高等教育委
員会の資金を得てチュラロンコン大学に設置さ
れているビジネス ･ インキュベータの運営も
チュラロンコン大学から委託されている。貸し
オフィスを構え、秘書サービスやコンサル
ティング・助言サービスを提供している。入居
者はチュラロンコン大学の教官からの助言や図
書館等の施設も利用できる。入居対象はチュラ
ロンコン大学の技術を用いたベンチャーまたは
卒業生等のチュラロンコン大学関係者が設立し
たベンチャーである。
なお、チュラロンコン大学には産業省産業振
興局の財政支援でもう 1つのビジネス ･ イン
キュベータが設置されている。しかし、この
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インキュベータは目的も外部の中小企業にコン
サルティング・サービスを提供することが主と
なっていて商学 ･会計学部が管理運営を行って
いる［注 28］。
チュラロンコン大学の技術の商業化、大学発
ベンチャーについては後述のジャムジュリー ･
イノベーション社（持ち株会社）やジャムジュ
リー ･イノベーション ･プロダクト社（販売会
社）が行っているが、実態上は、このチュラ
ロンコン大学知的財産研究所が運営に深く関与
している。
こうした広範な役割を果たすチュラロンコン
大学知的財産研究所の運営の成否は、日本の旧
理化学研究所の運営がそうであったように［注 29］、
所長の才覚に大きく依存している。所長は現在
は実業の経験がないチュラロンコン大学の土木
工学科の准教授が兼務している。勤務時間も給
与も大学と財団の間で調整している。実際、講
義もしているし、論文指導の学生が研究所のオ
フィスに指導を請いに来る。しかし、商才のあ
る人物である。研究所のスタッフや発明者と一
緒になって大学発の技術をインターネットで宣
伝したり、顧客となりそうな企業に直接メール
を送ったりしてマーケティングをしている。加
えて、後述のジャムジュリー ･イノベーション
社（持ち株会社）やジャムジュリー ･イノベー
ション ･プロダクト社（販売会社）を通じて商
業化している。また、海外の大学とも協力関係
を結んでいる。英国を含む欧州の大学とは協力
関係を構築しているし、日本の大学とはクロス・
ライセンシングのアレンジもしている。
他のスタッフは大学の事務職員ではなく、大
学の事務職員とは全く別にリクルートされてい
る。2007年 9月の陣容は 16人であった。所長（大
学教官と兼務）、顧問（元研究担当副学長）、知
財関係の法律専門家 2人、ライセンシング専門
家 4人、IT専門家 1人、所長秘書、専門家補
助 2人、一般職（会計等）2人、メード、運転
手である。顧問は全体の業務にも関係するが、
ビジネス ･インキュベータの運営を責任を持っ
て行っている。知財関係の法律専門家は、特許
出願申請書やライセンス契約書、共同研究契約
書などの知財関係を内部的にチェックする。ラ
イセンシング専門家のうち、1人はジャムジュ
リー ･イノベーション社（持ち株会社）も担当
し、もう 1人はジャムジュリー ･ イノベー

ション ･プロダクト社（販売会社）も担当して
いた。専門家補助の 1人はジャムジュリー ･イ
ノベーション ･プロダクト社（販売会社）を担
当し、ジャムジュリー ･イノベーション社（持
ち株会社）も少し担当していた。もう 1人はビ
ジネス ･インキュベータを担当していた。
スタッフについては問題点もある。技術移転
の専門家はタイでは一般に不足しているので、
採用してから育成しなければならない。また、
せっかく外部に研修に出したりオン・ザ・ジョ
ブ・トレーニングで育成したりしても転職率が
高いのも問題である。

表�1：特許出願とライセンス

年 特許出願件数 ライセンス
契約件数

ライセンス収入
（百万バーツ）

2001 4

2002 2

2003 11 2 6.2

2004 11 6 3.9

2005 15 6 2.5

2006 35 8 3.2

2007
（1月−9月） 33 8 9.8

出所 :�　CUIPI.

特許の実績を見ると出願件数が急激に増加し
ている。2001年に 4件であったものが 2006年
には 35件になっている（表 1参照）。これは
2006年のタイ国籍の出願人による特許出願件
数の 3.4％を占める。ライセンス契約件数も伸
びていて、2003年に 2件であったものが 2006
年には 8件になっている。ライセンス収入は
2005年にかけて減少していたものが最近増加
してきて2007年は9月までで9.8百万バーツ（約
36百万円［注 30］）となっている。
収入に関しては、技術検証の受託研究や共同
研究に関する収入の方がライセンス収入よりも
多い。この研究所はコスト・センターとしてで
はなく、プロフィット・センターとして機能し
ているので赤字は出せない。
この組織的セッティングで面白いのは、チュ
ラロンコン大学知的財産財団はチュラロンコン
大学知的財産研究所に加えて、持ち株会社（ベン
チャーキャピタル）のジャムジュリー ･ イノ
ベーション社も所有していることである［注 31］。
さらに、この持ち株会社がジャムジュリー ･イ
ノベーション ･プロダクト社というテスト販売
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会社を設立しているのが興味深い。
このジャムジュリー ･ イノベーション社は
チュラロンコン大学の技術をベンチャー立ち上
げによって商業化する目的で 2006年に設立さ
れたベンチャー・キャピタル会社である。2007
年 11月現在で 3企業を所有していた。そのう
ちの 1社がジャムジュリー ･イノベーション ･
プロダクト社という販売会社でジャムジュ
リー･イノベーション社の 100％子会社である。
ここのビジネスモデルがおもしろい。それは次
のとおりである。

•　 ジャムジュリー ･イノベーション ･プロダ
クト社はチュラロンコン大学の発明が商品
として売れると判断すると、先ず顧客を探
す。

•　 顧客が見つかると、今度は生産者を見つけ、
自己責任で生産を発注する。

•　 もし、売れ行きが良く継続しそうであれば
親会社のジャムジュリー ･イノベーション
社が新会社を設立する。
もう 1社は将来性を見込んでオランダの大学
発ベンチャーとジョイント ･ ベンチャーで
1999年に設立した会社である。タイ法人であ
るが社長はオランダ人である。ジャムジュ
リー ･イノベーション社が過半数の株式を所有
している。残りの 1社はコンサルティングや助
言を行う会社である。

チュラロンコン大学知的財産財団 チュラロンコン大学

－ビジネス･

インキュベータ

ジャムジュリー･イノベーション
(持ち株会社)

ジャムジュリー･イノベーション･プロダクト
(販売会社)

チュラロンコン大学知的財産研究所

図 2：チュラロンコン大学知的財産研究所
によるマネジメント

チュラロンコン大学知的財産研究所と関係機
関の構造は図 2に示す通りである。所有関係は、
チュラロンコン大学とは独立した組織である
チュラロンコン大学知的財産財団がチュラロン
コン大学知的財産研究所とジャムジュリー ･イ
ノベーション社（持ち株会社）を有し、ジャム
ジュリー ･イノベーション社（持ち株会社）が
ジャムジュリー ･イノベーション ･プロダクト

社（販売会社）を所有している。ビジネス ･
インキュベータはチュラロンコン大学に設置さ
れている。
運営の組織デザインは以下のとおりである。
チュラロンコン大学で発明された技術について
はチュラロンコン大学知的財産研究所が権利化
し、ライセンシングを行う。こうした知的財産
に伴う共同研究や技術実証の受託研究の仲介も
チュラロンコン大学知的財産研究所が行う。ま
た、チュラロンコン大学と企業との間の共同研
究等の契約における知的財産の取り扱いに関す
る条項についてはチュラロンコン大学知的財産
研究所がチェックする。
チュラロンコン大学の技術の商業化可能性に
ついて、商業化可能性が高いと考えられるのに
すぐに産業界にライセンシーが見つからない
か、独自にベンチャーを起業した方がよいと考
えられる場合、テスト・マーケティング的に市
場に製品を出したい時はジャムジュリー ･イノ
ベーション ･プロダクト社（販売会社）が買い
手と作り手を探してきて試験的に生産・販売を
行う。もし、継続的に製品が売れそうであれば、
ジャムジュリー ･イノベーション社（持ち株会
社）が出資して大学発ベンチャーを立ち上げ、
そのベンチャー企業がビジネス ･インキュベー
タに入居してチュラロンコン大学知的財産研究
所からチュラロンコン大学の技術のライセン
シングを受け、ビジネス ･インキュベータの支
援を受けながら成長していく。そうすれば、チュ
ラロンコン大学知的財産研究所及びチュラロン
コン大学にロイヤルティが入り、ジャムジュ
リー ･イノベーション社（持ち株会社）は株式
の価値が上昇してキャピタル・ゲインが得られ
る。
実際の運営は以下のとおりである。特許など
の知的財産の権利化からライセンシングまでの
マネジメント、知的財産絡みの共同研究。受託
研究の仲介及び契約書の知的財産取扱い条項の
チェックについては組織デザイン通りにチュラ
ロンコン大学知的財産研究所のスタッフが行
う。商業化が有望な大学技術についてテスト・
マーケティング的に市場に製品を出す場合に買
い手と作り手を探してきて試験的に生産・販売
するジャムジュリー ･イノベーション ･プロダ
クト社（販売会社）の仕事も実際はチュラロン
コン大学知的財産研究所のスタッフが行う。大
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学技術を特許化するときの価値の見極めの業務
の延長で行っていると考えられる。大学発ベン
チャーの立ち上げについては、ジャムジュ
リー ･イノベーション ･プロダクト社（販売会
社）のテスト販売が継続的に売れる場合もある
し、テスト販売をしなくても大学発ベンチャー
の立ち上げを行うことがあり、いずれにしても
大学発ベンチャーの立ち上げに関する業務も実
際はチュラロンコン大学知的財産研究所のス
タッフが深く関与する。ビジネス ･ インキュ
ベータの運営もチュラロンコン大学知的財産研
究所のスタッフが行っている。入居者は、ジャ
ムジュリー ･イノベーション社（持ち株会社）
が投資し、チュラロンコン大学知的財産研究所
がライセンシングしている企業が理想形である
が、実際の入居者はチュラロンコン大学の卒業
生等の関係者が設立した企業などで、資本やラ
イセンシングの関係がない企業が入居者となっ
ているようである。また、助言等のソフトな支
援は受けるが物理的には入居しないケースも多
い。
いずれにしても、チュラロンコン大学知的財
産研究所のスタッフが上述の通り種々の業務に
大きく関与していて、共同研究・受託研究の仲
介も行う TLO、持ち株会社、テスト販売会社、
ビジネス ･インキュベータの全てにわたってあ
る意味で一元的に運営を行っている（図 2参
照）。
こうしたタイのトップ大学であるチュラロン
コン大学の知的財産や大学発ベンチャーのマネ
ジメント組織を日本のトップ大学である東京大
学の産学連携組織と比較してみると、チュラ
ロンコン大学の人による一体的運営がよくわか
る。東京大学の場合は、TLOが外部の 2組織
からなっている［注 32］。株式会社東京大学 TLO
（東京大学が 100％所有）と財団法人生産技術
研究奨励会（東京大学が提携を承認）である。
ベンチャー・キャピタルとしては、株式会社東
京大学エッジキャピタル（株主は一般社団法人
東京大学産学連携支援基金で東京大学が承認す
る技術移転関連事業者）がある。なお、チュラ
ロンコン大学のジャムジュリー･イノベーション･
プロダクト社（販売会社）に相当する組織は東
京大学にはない。これらの組織はいずれも独立
した組織のスタッフで運営されている。イン
キュベータについては大学内に設置されてお

り、大学の産学連携本部事業化推進部が運営し
ている。東京大学の場合は、例えば特許出願件
数は 2010年で 670件とチュラロンコン大学に
比べて桁違いに多いというように、産学連携活
動の規模が大きいこともあり、それぞれの組織
が独立のスタッフを有してそれらのスタッフが
実際に運営している。チュラロンコン大学の場
合はチュラロンコン大学知的財産研究所のス
タッフが実際的には一体的に運営しているのと
はかなり異なる。

5．おわりに

タイでは産業の発展に伴って、技術開発の重
要性が官民において認識され出している。そう
した中で、大学も教育を行うだけではなく、研
究にも力を入れだしている。そしてその研究成
果や研究能力を産業や社会に役立てようとし始
めている。本稿ではタイのトップ大学と言われ
るチュラロンコン大学の産学連携と知的財産マ
ネジメントにおける先駆的な事例を論じた。運
営が黒字であるので成功事例と言える。研究開
発が先進国のトップクラスの大学ほど盛んでは
ない途上国の大学の技術移転機関が黒字で運営
されているというのはユニークと言えるであろ
う。研究開発が盛んで大学からの研究成果も多
く、企業も技術を熱心に探し求めている先進国
でも大学の技術移転機関が黒字になるのは困難
である。
その成功要因を何であろうか。先ずは供給要
因として、大学自体に一定の研究能力があるこ
とと技術をマーケティングできる能力である。
教育省高等教育委員会のランキングにおいて研
究についてトップグループに入る評価を得てい
ることからチュラロンコン大学が研究能力を有
していることが分かる。また、タイにおける外
部とのネットワーク /コネクションが強いこと
もマーケティングの観点から重要である。タイ
最古のそして自他共に認めるタイでトップの大
学であることから卒業生や同級生を通じて産業
界に強いネットワークを有している。また、教
官が個人的にコンサルティングなどの兼業を事
実上行っていることも産業界に強いネットワー
クを有する要因になっている。
システムとしては、技術移転機関に加え、持
ち株会社やインキュベータがそろい、さらに、
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産業界に技術の商業化の担い手がいない段階で
いきなり起業するといったリスクを下げる効果
があるテスト販売の会社を設立しているのは実
際的である。
人事的には、技術移転機関や持ち株会社、テ
スト販売会社が大学とは別法人になっていて採
用や待遇の面でしやすい。また、共同研究から
特許出願、ライセンシング、起業までを小さな
組織で全体を一体的に見ることが出来ることも
大きな利点となっている。所長以下のスタッフ
がビジネス感覚に優れていることも黒字運営に
貢献していると言える。
もちろん、大学マネジメントの大学の技術を
社会に活用して還元していくという強い意志と
それに基づくこうした活動への支援が基礎と
なっている。
実際の運営面では、少ない人員と予算で行っ
ているので、全ての発明を追いかけるとか特許
件数をかなり伸ばすといった無理をしないとい
うことがタイの現状に合致していて功を奏して
いるのであろう［注 33］。
タイの他の大学や他の途上国が参考にすると
すれば、研究能力があることが前提であるが、
小さな組織で全体の産学連携のポートフォリオ
を見ながら、ビジネス感覚を大事にしながらあ
る程度マイペースで業務を推進していくと言う
ことであろう。制度等は異なるが黒字化に苦戦
している日本の大学の技術移転機関についても
学ぶところがあろう。
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〈注釈〉
［注 1］ 本論文は学会発表の近藤（2008a）、Kondo

（2010）に基づいている。
［注 2］ オープン・イノベーションの考え方について

は Chesbrough （2003）を参照。
［注 3］ トリプル・へリックスの考え方については

Etzkowitz （2008）を参照。
［注 4］ 産学連携の考え方、政策等については近藤

（2008b）、Kondo （2009）を参照。
［注 5］ 文部科学省（2011）による。
［注 6］ 研究に比して、教育に関する産学連携は一定

程度行われていることが多い。
［注 7］ 日本のデータは統計局の科学技術統計調査報

告 か ら、 他 の 国 の デ ー タ は UNESCO 
Institute for Statistics の Science and 
Technologyから。

［注 8］ HDD分野におけるタイの産学連携について
は青木 ･近藤（2007）、Kondo（2008）を参照。

エビの養殖については Tanticharoen and 
Flegel （2008）を参照。

［注 9］ 青木・近藤（2009）、科学技術振興機構（2008）
も参照。

［注 10］ IMF, World Economic Outlook, September 
2011による。

［注 11］ IMD, World Competitiveness Yearbook 
2010 及び 2011による。

［注 12］ 2009年の年間平均為替レート 2.73円 /バー
ツで換算。

［注 13］ Office of The National Research Council of 
Thailand, 2010 NATIONAL SURVEY ON 
R&D EXPENDITURE AND PERSONNEL 
OF THAILAND http://gerd2.nrct.go.th/
excutive-summary_en.php?cate1_id=12 に
よる。

［注 14］ Office of The National Research Council of 
Thailand, 2009 NATIONAL SURVEY OF 
R&D AND PERSONNEL OF THAILAND 
http://gerd2.nrct.go.th/excutive-summary_
en.php?cate1_id=6 による。

［注 15］ 青木・近藤（2009）を参照。
［注 16］ Schiller （2006）を参照。
［注 17］ NSTDA（2011）を参照。
［注 18］ NSTDA（2011）を参照。
［注 19］ Thebtaranonth （2007）.によると、10以上

の大学で技術移転機関がある。
［注 20］ Ayawongs et al. （2007）.によると、2007年

には 60超えのインキュベータがタイにある。
［注 21］ チュラロンコン大学のホームページから。
［注 22］ トップ 10校は、1位香港科技大学、２位香

港大学、３位シンガポール国立大学、４位東
京大学、５位香港中文大学、６位ソウル国立
大学、７位京都大学、８位大阪大学、９位東
北大学と東京工業大学である。

［注 23］ 2004年の年間平均為替レート 2.69円 /バー
ツで換算。

［注 24］ 2006年には 1,574百万バーツに増加した。
［注 25］ チュラロンコン大学を法人化する法案が

2007年 12月 20日に可決され、法人化された。
［注 26］ スタッフの数が限られているからであろう

か、発明届をギリギリと求めるというように
は見られない。

［注 27］ タイでは研修を受けて試験に受かると弁理士
として登録できる。日本に比べてなりやすい。

［注 28］ 産業省のインキュベータ事業は 2002年から、
高等教育委員会のインキュベータ事業は
2005年から開始されている。

［注 29］ 旧理化学研究所の運営については近藤（2005）
を参照。

［注 30］ 2007年の年間平均為替レート 3.67円 /バー
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ツで換算。
［注 31］ マヒドン大学も持ち株会社を有している。
［注 32］ 東京大学の産学連携組織については東京大学

産学連携本部の HPを参照。http://www.
ducr.u-tokyo.ac.jp/jp/mission/organization.
html　

［注 33］ タイの大学の中には大学技術の実用化・商業
化というよりも特許件数を重視する大学もあ
る。


